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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｃ：０．０７～０．１２ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．７ｍａｓｓ％以下、Ｍｎ：２．２～２．
８ｍａｓｓ％、Ｐ：０．１ｍａｓｓ％以下、Ｓ：０．０１ｍａｓｓ％以下、Ａｌ：０．０
１～０．１ｍａｓｓ％、Ｎ：０．０１５ｍａｓｓ％以下、かつ、ＴｉおよびＮｂのうちか
ら選ばれる１種または２種を合計で０．０２～０．０８ｍａｓｓ％含有し、残部がＦｅお
よび不可避的不純物からなる成分組成と、
全組織に対する面積率が４０～８０％のフェライトと、焼戻しマルテンサイトとフレッシ
ュマルテンサイトとベイナイトから構成される第２相とからなり、第２相に占めるベイナ
イトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率が５０～８０％で、フレッシュマルテンサイト
のアスペクト比が１．０～１．５の範囲である鋼組織と、
引張強さが７８０ＭＰａ以上、降伏比が７０％以下で、下記（１）式で定義される降伏応
力の面内異方性ΔＹＳの絶対値が３０ＭＰａ以下、および、下記（２）式で定義される引
張強さの面内異方性ΔＴＳの絶対値が３０ＭＰａ以下である機械的特性を有する高強度冷
延鋼板。
　　　　　　　　　　記
　|ΔＹＳ|＝（ＹＳＬ－２×ＹＳＤ＋ＹＳＣ）／２　・・・（１）
　|ΔＴＳ|＝（ＴＳＬ－２×ＴＳＤ＋ＴＳＣ）／２　・・・（２）
　ここで、ＹＳＬ、ＴＳＬ：圧延方向の降伏応力、引張強さ
　　　　　ＹＳＣ、ＴＳＣ：圧延方向に対して直角方向の降伏応力、引張強さ
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　　　　　ＹＳＤ、ＴＳＤ：圧延方向に対して４５°方向の降伏応力、引張強さ
【請求項２】
ベイナイト中の炭化物の平均粒径が０．３μｍ以下であり、フレッシュマルテンサイトの
平均粒径が１．０μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の高強度冷延鋼板。
【請求項３】
上記成分組成に加えてさらに、Ｃｒ：０．０５～１．０ｍａｓｓ％、Ｍｏ：０．０５～１
．０ｍａｓｓ％およびＶ：０．０１～０．１ｍａｓｓ％から選ばれる１種または２種以上
を含有することを特徴とする請求項１または２に記載の高強度冷延鋼板。
【請求項４】
上記成分組成に加えてさらに、Ｂ：０．０００３～０．００５ｍａｓｓ％を含有すること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の高強度冷延鋼板。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の成分組成を有する鋼スラブを熱間圧延し、冷間圧延
した後、連続焼鈍を施して高強度冷延鋼板を製造する際、
上記連続焼鈍において、Ａｃ３－３０℃～Ａｃ３＋５０℃の温度域に６０秒以上滞留する
均熱処理した後、該均熱温度から６５０℃以下まで平均冷却速度２～５℃／ｓで１次冷却
し、６５０～５５０℃の温度域に１５～６０秒１次滞留した後、該滞留温度から３５０℃
以下の温度域まで平均冷却速度１０～２５℃／ｓで２次冷却し、３５０～２５０℃の温度
域に３００～５００秒２次滞留した後、３次冷却することにより、
全組織に対する面積率が４０～８０％のフェライトと、焼戻しマルテンサイトとフレッシ
ュマルテンサイトとベイナイトから構成される第２相とからなり、第２相に占めるベイナ
イトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率が５０～８０％で、フレッシュマルテンサイト
のアスペクト比が１．０～１．５の範囲にある鋼組織と、
引張強さが７８０ＭＰａ以上、降伏比が７０％以下で、下記（１）式で定義される降伏応
力の面内異方性ΔＹＳの絶対値が３０ＭＰａ以下、および、下記（２）式で定義される引
張強さの面内異方性ΔＴＳの絶対値が３０ＭＰａ以下である機械的特性とを付与する高強
度冷延鋼板の製造方法。
　　　　　　　　　　記
　|ΔＹＳ|＝（ＹＳＬ－２×ＹＳＤ＋ＹＳＣ）／２　・・・（１）
　|ΔＴＳ|＝（ＴＳＬ－２×ＴＳＤ＋ＴＳＣ）／２　・・・（２）
　ここで、ＹＳＬ、ＴＳＬ：圧延方向の降伏応力、引張強さ
　　　　　ＹＳＣ、ＴＳＣ：圧延方向に対して直角方向の降伏応力、引張強さ
　　　　　ＹＳＤ、ＴＳＤ：圧延方向に対して４５°方向の降伏応力、引張強さ
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として自動車車体の強度部材に用いられる高強度冷延鋼板とその製造方法
に関し、具体的には、引張強さＴＳが７８０ＭＰａ以上で、降伏比ＹＲが小さく、引張特
性の異方性が小さい高強度冷延鋼板とその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境を保護する観点から、自動車のＣＯ２排出量削減に向けた燃費改善が強
く求められている。また、乗員の安全性を確保する観点から、自動車車体の強度向上も強
く求められている。これらの要求に応えるため、自動車車体の素材となる鋼板を高強度化
するとともに薄肉化し、自動車車体の軽量化と高強度化を図る動きが活発となっている。
【０００３】
　しかし、素材鋼板の高強度化に伴ない、降伏応力や引張強さ等の機械的特性のばらつき
（面内異方性）が大きくなる傾向にあるが、該ばらつきは、成形部品の寸法精度を悪化さ
せる。そのため、高強度鋼板において、機械的特性のばらつきを低減することは重要であ
る。また、一般に高強度化に伴ない、降伏比ＹＲが高くなるため、成形後のスプリングバ
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ックも大きくなるので、降伏比の低減も重要である。
【０００４】
　そこで、高強度鋼板の機械的特性のばらつきおよび降伏比の低減に応えるための技術が
幾つか提案されている。例えば、特許文献１には、Ｃ：０．０６～０．１２ｍａｓｓ％、
Ｍｎ：１．２～２．６ｍａｓｓ％含有する鋼板の｛φ１，Φ，φ２｝＝｛０°，３５°，
４５°｝における３次元結晶方位分布関数を２．５以下とし、鋼板組織を、フェライト主
相とし、全組織に対するマルテンサイト相の体積分率５～２０％に制御することで、降伏
強度の面内方性を小さくする技術が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、Ｃ：０．０６～０．１５ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．５～１．５ｍ
ａｓｓ％、Ｍｎ：１．５～３．０ｍａｓｓ％含有する鋼板に、Ａｌを０．５～１．５ｍａ
ｓｓ％添加して、Ａｃ１～Ａｃ３の２相温度域を拡大することで、連続焼鈍条件の変動に
よる組織変化を小さくして、機械的特性のばらつきを抑制する技術が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献３には、Ｃ：０．０３～０．１７ｍａｓｓ％、Ｍｎ：１．５～２．５ｍ
ａｓｓ％の鋼板に、Ｃｒを０．３～１．３ｍａｓｓ％添加し、均熱焼鈍後の冷却過程にお
ける焼入れ性を高めるとともに、生成するマルテンサイトを軟質化することで、伸びフラ
ンジ性と曲げ性を向上する技術が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献４には、Ｃ：０．０６～０．１２ｍａｓｓ％、Ｍｎ：１．２～３．０ｍ
ａｓｓ％、Ｎｂ：０．００５～０．０７ｍａｓｓ％およびＴｉ：０．００５～０．０２５
ｍａｓｓ％を含有し、金属組織がベイナイトと島状マルテンサイトとの２相組織からなり
、該島状マルテンサイトの面積分率が３～２０％でかつ円相当径が３．０μｍ以下とする
ことで、低降伏比で、耐歪時効特性と一様伸び（均一伸び）に優れる高強度鋼板を得る技
術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３－１８１１８３号公報
【特許文献２】特開２００７－１３８２６２号公報
【特許文献３】特開２０１０－０７０８４３号公報
【特許文献４】特開２０１１－０９４２３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１の技術では、フェライトとマルテンサイトの２相組織で
あっても、マルテンサイト相の分率が２０％以下であるため、引張強さ７８０ＭＰａ以上
の強度を確保することができないという問題がある。
　また、上記特許文献２の技術では、Ａｌを多量に添加する必要があり、また、均熱焼鈍
後、７５０～５００℃までを２０℃／ｓ以下の冷却速度で冷却し、その後、１００℃以下
まで１００℃／ｓ以上で急速冷却する特殊な冷却設備が必要であるため、実用化には大き
な設備投資が必要となる。
　また、上記特許文献３の技術では、ベイナイトを含まない鋼組織であることから、ミク
ロ組織間での硬度差が大きく、強度が変動し易いという問題があり、しかも、鋼板の機械
的特性のばらつきについては考慮していない。
　また、上記特許文献４の技術は、発明の対象が厚板であり、冷間圧延および連続焼鈍を
行って製造する自動車用高強度冷延鋼板への適用は難しい。
【００１０】
　そこで、本発明は、従来技術が抱える上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その
目的は、引張強さが７８０ＭＰａ以上、低降伏比で、引張特性の異方性が小さい高強度冷
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延鋼板を提供するとともに、その有利な製造方法を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　発明者らは、上記課題を解決するべく鋭意検討を重ねた。その結果、引張強さが７８０
ＭＰａ以上、かつ、低降伏比で、引張特性の異方性が小さい高強度冷延鋼板を得るために
は、冷間圧延後の連続焼鈍における均熱焼鈍で、フェライトの再結晶を十分に進行させ、
かつ、適正な量のオーステナイトを生成させた後、その後の冷却条件を適正に制御するこ
とで、フェライトを主相とし、第２相がベイナイトと焼戻しマルテンサイトとフレッシュ
マルテンサイトとからなり、第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面
積率が５０～８０％で、かつ、フレッシュマルテンサイトのアスペクト比が１．０～１．
５の範囲である鋼組織とすることが有効であることを見出し、本発明を開発するに至った
。
【００１２】
　上記知見に基く本発明は、Ｃ：０．０７～０．１２ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．７ｍａｓｓ
％以下、Ｍｎ：２．２～２．８ｍａｓｓ％、Ｐ：０．１ｍａｓｓ％以下、Ｓ：０．０１ｍ
ａｓｓ％以下、Ａｌ：０．０１～０．１ｍａｓｓ％、Ｎ：０．０１５ｍａｓｓ％以下、か
つ、ＴｉおよびＮｂのうちから選ばれる１種または２種を合計で０．０２～０．０８ｍａ
ｓｓ％含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成と、全組織に対する面
積率が４０～８０％のフェライトと、焼戻しマルテンサイトとフレッシュマルテンサイト
とベイナイトから構成される第２相とからなり、第２相に占めるベイナイトと焼戻しマル
テンサイトの合計面積率が５０～８０％で、フレッシュマルテンサイトのアスペクト比が
１．０～１．５の範囲である鋼組織と、引張強さが７８０ＭＰａ以上、降伏比が７０％以
下で、下記（１）式；
　|ΔＹＳ|＝（ＹＳＬ－２×ＹＳＤ＋ＹＳＣ）／２　・・・（１）
で定義される降伏応力の面内異方性ΔＹＳの絶対値が３０ＭＰａ以下、および、下記（２
）式；
　|ΔＴＳ|＝（ＴＳＬ－２×ＴＳＤ＋ＴＳＣ）／２　・・・（２）
で定義される引張強さの面内異方性ΔＴＳの絶対値が３０ＭＰａ以下である機械的特性を
有する高強度冷延鋼板である。ここで、上記（１）式および（２）式におけるＹＳＬおよ
びＴＳＬは、圧延方向の降伏応力および引張強さ、ＹＳＣおよびＴＳＣは、圧延方向に対
して直角方向の降伏応力および引張強さ、ＹＳＤおよびＴＳＤは、圧延方向に対して４５
°方向の降伏応力および引張強さである。
【００１３】
　本発明の上記高強度冷延鋼板は、ベイナイト中の炭化物の平均粒径が０．３μｍ以下で
あり、フレッシュマルテンサイトの平均粒径が１．０μｍ以下であることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の上記高強度冷延鋼板は、上記成分組成に加えてさらに、Ｃｒ：０．０５
～１．０ｍａｓｓ％、Ｍｏ：０．０５～１．０ｍａｓｓ％およびＶ：０．０１～０．１ｍ
ａｓｓ％から選ばれる１種または２種以上を含有することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の上記高強度冷延鋼板は、上記成分組成に加えてさらに、Ｂ：０．０００
３～０．００５ｍａｓｓ％を含有することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、上記のいずれかに記載の成分組成を有する鋼スラブを熱間圧延し、冷
間圧延した後、連続焼鈍を施して高強度冷延鋼板を製造する際、上記連続焼鈍において、
Ａｃ３－３０℃～Ａｃ３＋５０℃の温度域に６０秒以上滞留する均熱処理した後、該均熱
温度から６５０℃以下まで平均冷却速度２～５℃／ｓで１次冷却し、６５０～５５０℃の
温度域に１５～６０秒１次滞留した後、該滞留温度から３５０℃以下の温度域まで平均冷
却速度１０～２５℃／ｓで２次冷却し、３５０～２５０℃の温度域に３００～５００秒２
次滞留した後、３次冷却することにより、全組織に対する面積率が４０～８０％のフェラ
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イトと、焼戻しマルテンサイトとフレッシュマルテンサイトとベイナイトから構成される
第２相とからなり、第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率が５
０～８０％で、フレッシュマルテンサイトのアスペクト比が１．０～１．５の範囲にある
鋼組織と、引張強さが７８０ＭＰａ以上、降伏比が７０％以下で、下記（１）式；
　|ΔＹＳ|＝（ＹＳＬ－２×ＹＳＤ＋ＹＳＣ）／２　・・・（１）
で定義される降伏応力の面内異方性ΔＹＳの絶対値が３０ＭＰａ以下、および、下記（２
）式；
　|ΔＴＳ|＝（ＴＳＬ－２×ＴＳＤ＋ＴＳＣ）／２　・・・（２）
で定義される引張強さの面内異方性ΔＴＳの絶対値が３０ＭＰａ以下である機械的特性と
を付与する高強度冷延鋼板の製造方法を提案する。ここで、上記（１）式および（２）式
におけるＹＳＬおよびＴＳＬは、圧延方向の降伏応力および引張強さ、ＹＳＣおよびＴＳ

Ｃは、圧延方向に対して直角方向の降伏応力および引張強さ、ＹＳＤおよびＴＳＤは、圧
延方向に対して４５°方向の降伏応力および引張強さである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の高強度冷延鋼板は、７８０ＭＰａ以上の引張強さを有し、低降伏比で、引張特
性の異方性が小さいので、自動車車体の高強度部材に適用することによって、成形性の改
善、成形部品の寸法精度の向上に寄与するのみならず、車体の軽量化による燃費改善およ
び高強度化による安全性向上にも大きく寄与する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　まず、本発明が対象とする高強度冷延鋼板（以降、単に「本発明の鋼板」ともいう）の
機械的特性について説明する。
　本発明の鋼板は、引張強さＴＳが７８０ＭＰａ以上で、引張強さＴＳに対する降伏応力
ＹＳの比（ＹＳ／ＴＳ×１００）である降伏比ＹＲが７０％以下であり、下記（１）式；
　|ΔＹＳ|＝（ＹＳＬ－２×ＹＳＤ＋ＹＳＣ）／２　・・・（１）
で定義される降伏応力ＹＳの面内異方性の絶対値｜ΔＹＳ｜が３０ＭＰａ以下、かつ、下
記（２）式；
　|ΔＴＳ|＝（ＴＳＬ－２×ＴＳＤ＋ＴＳＣ）／２　・・・（２）
で定義される引張強さＴＳの面内異方性の絶対値｜ΔＴＳ｜が３０ＭＰａ以下である機械
的特性を有することを特徴とする。ここで、上記引張強さＴＳおよび降伏比ＹＲは、圧延
方向に対して直角方向（Ｃ方向）の値であり、また、上記（１）式および（２）式におけ
るＹＳＬおよびＴＳＬは、圧延方向の降伏応力および引張強さ、ＹＳＣおよびＴＳＣは、
圧延方向に対して直角方向の降伏応力および引張強さ、ＹＳＤおよびＴＳＤは、圧延方向
に対して４５°方向の降伏応力および引張強さである。
【００１９】
　なお、本発明の鋼板は、引張強さＴＳの上限値については、特に規定しないが、１２０
０ＭＰａ程度とする。本発明の化学成分および鋼組織構成では引張強さが１２００ＭＰａ
が限度のためである。
【００２０】
　また、本発明の鋼板は、圧延方向に対して直角方向（Ｃ方向）の均一伸びが１０％以上
であることも優れた特徴の１つである。
【００２１】
　次に、本発明の高強度冷延鋼板の鋼組織について説明する。
　本発明の鋼板の鋼組織は、上記した機械的特性を有するためには、全組織に対する面積
率が４０～８０％のフェライトと、ベイナイトと焼戻しマルテンサイトとフレッシュマル
テンサイトから構成される第２相とからなり、第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテ
ンサイトの合計面積率が５０～８０％で、フレッシュマルテンサイトのアスペクト比が１
．０～１．５の範囲であることが必要である。このように、主相のフェライトと、ベイナ
イト、焼戻しマルテンサイトおよびフレッシュマルテンサイトからなる第２相とを併存さ
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せることで、引張強さが７８０ＭＰａ以上の高強度でも、低降伏比で引張特性の異方性が
小さい機械的特性を付与することができる。以下、上記鋼組織の限定理由について、具体
的に説明する。
【００２２】
フェライトの面積率：４０～８０％
　本発明の鋼板の鋼組織は、延性に富む軟質なフェライト中に、第２相として低温変態相
（ベイナイト、焼戻しマルテンサイト、フレッシュマルテンサイト）が存在する複合組織
からなり、該鋼組織に占めるフェライトの面積率は、十分な延性および強度と延性のバラ
ンスを確保するため、４０％以上であることが必要である。一方、フェライトの面積率が
８０％を超えると、本発明が目標とする引張強さ（７８０ＭＰａ以上）を確保することが
難しくなる。よって、フェライトの面積率は４０～８０％の範囲とする。好ましくは４５
～７５％の範囲である。
【００２３】
　本発明の鋼板の鋼組織は、上記フェライト以外の残部は、焼戻しマルテンサイトとフレ
ッシュマルテンサイトとベイナイトから構成される第２相（低温変態相）である。したが
って、第２相の面積率は、１００％から上述したフェライト面積率を除いた値となる。な
お、フェライトおよび上記した第２相以外の組織である残留オーステナイトやパーライト
、炭化物は、合計面積率で２％以下であれば含むことができる。
　ここで、上記ベイナイトは、フェライトとフレッシュマルテンサイトの中間的な硬さの
組織であり、引張特性の異方性を低減する効果があるので、全鋼板組織に対する面積率で
１０～３０％存在するのが好ましい。なお、上記ベイナイト量は、後述する熱処理工程で
、６５０－５５０℃間に１次滞留し、所定量のフェライト量を生成させることで達成する
ことができる。ベイナイト量は、より好ましくは３０％未満、さらに好ましくは２０％以
下である。
【００２４】
　また、焼戻しマルテンサイトは、良好な曲げ性や伸びフランジ性を確保する上で重要な
組織であり、全鋼板組織に対する面積率で２０～５０％存在するのが好ましい。
　また、フレッシュマルテンサイトは、後述するように、連続焼鈍の冷却過程の最終段階
で形成される焼入れままのマルテンサイト組織であり、鋼板の降伏比を低減する効果があ
る。上記効果を得るためには、全鋼板組織に対する面積率で５％以上存在することが好ま
しい。しかし、多量に存在すると、プレス成形時にフレッシュマルテンサイトとフェライ
トの界面に形成されるボイド量が多くなり、プレス割れを引き起こし易くなるため、３０
％以下であることが好ましい。より好ましくは１０～２０％の範囲である。
【００２５】
第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率：５０～８０％
　次に、本発明の鋼板において重要なことは、引張特性の異方性を低減する観点から、上
記第２相の面積率に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率が５０～８０
％の範囲であることである。第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面
積率が５０％未満では、引張特性の異方性が大きくなるだけでなく、鋼板の曲げ性や伸び
フランジ性が低下する。一方、８０％を超えると、７８０ＭＰａ以上の引張強さを確保す
ることが難しくなる他、降伏比が大きく上昇してしまうからである。好ましくは、５５～
７５％の範囲である。
　なお、第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率は、前述した方
法でフレッシュマルテンサイトの面積率を測定し、第２相の面積率からフレッシュマルテ
ンサイトの面積率を除いた面積率を、第２相の合計面積率で除して求める。
【００２６】
　ここで、上記各相の面積率は、鋼板の圧延方向の板厚断面（Ｌ断面）を研磨し、１ｖｏ
ｌ％のナイタール液で腐食した後、鋼板表面から板厚の１／４の位置をＳＥＭ（Scanning
 Electron Microscope）を用いて１０００倍の倍率で４０μｍ×２８μｍの範囲を３視野
撮像し、上記組織画像について、Adobe Systems社のAdobe Photoshopを用いて各相の面積
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率を測定したときの、３視野の平均値とする。なお、焼き戻しマルテンサイトは、その相
中の炭化物の平均粒径が０．１μｍ未満のものを指す。また、ベイナイトは、その相中の
炭化物の平均粒径が０．１μｍ以上のものを指す。
【００２７】
フレッシュマルテンサイトのアスペクト比：１．０～１．５
　また、本発明の鋼板において、フレッシュマルテンサイトの形態も重要であり、第２相
の形態が圧延方向に伸長した割合が多くなると、プレス成形時にボイドが発生し易くなる
他、亀裂も進展し易くなる。したがって、フレッシュマルテンサイトのアスペクト比が１
．０～１．５の範囲にあることが必要である。好ましくは１．０～１．３の範囲である。
フレッシュマルテンサイトのアスペクト比は、（長軸の長さ／短軸の長さ）で定義される
。本発明の鋼板において、「長軸の長さ」は「鋼板の圧延方向におけるフレッシュマルテ
ンサイトの長さ」とし、「短軸の長さ」は「鋼板の厚さ方向におけるフレッシュマルテン
サイトの長さ」とする。
【００２８】
　なお、上記フレッシュマルテンサイトのアスペクト比は、後述する製造方法における連
続焼鈍の均熱焼鈍温度を、（α＋γ）２相域の高温域からγ単相域として未再結晶組織を
完全になくすとともに、適正量のオーステナイトを生成させた後、６５０℃以下の温度域
までの１次冷却および６５０～５５０℃の温度域での１次滞留条件を適正範囲に制御して
、均熱時に生成した上記オーステナイトを分解・縮小させることによって、アスペクト比
の小さい形態とすることができる。
【００２９】
　また、本発明の高強度冷延鋼板は、第２相中のフレッシュマルテンサイトの平均粒径が
１．０μｍ以下で、ベイナイト中に析出した炭化物の平均粒径は０．３μｍ以下であるこ
とが好ましい。
フレッシュマルテンサイトの平均粒径：１．０μｍ以下
　フレッシュマルテンサイトの平均粒径は、プレス成形性に影響し、平均粒径が１．０μ
ｍを超えると、プレス成形時にフレッシュマルテンサイトとフェライトとの界面にボイド
が生成し、均一伸びが低下して、プレス割れを引き起こし易くなる。また、引張特性の異
方性も、フレッシュマルテンサイトの平均粒径に依存し、平均粒径が１．０μｍを超える
と、引張特性の異方性が大きくなる傾向にある。よって、フレッシュマルテンサイトの平
均粒径は、１．０μｍ以下であることが好ましい。より好ましくは、０．８μｍ以下であ
る。
　なお、フレッシュマルテンサイトの平均粒径は、ＳＥＭで粒と認識できる領域を一つの
粒として切断法により求めた。
【００３０】
ベイナイト中の炭化物の平均粒径：０．３μｍ以下
　ベイナイト中の炭化物の平均粒径も、プレス成形性に影響し、平均粒径が０．３μｍを
超えるとプレス成形時に、炭化物の界面でボイドが生成しやすくなり、均一伸びが低下し
、プレス割れなどの問題が発生するため、０．３μｍ以下とするのが好ましい。より好ま
しくは、０．２μｍ以下である。ベイナイト中の炭化物の平均粒径の下限値は０．１μｍ
である。
【００３１】
　なお、上記のフレッシュマルテンサイトのアスペクト比と平均粒径およびベイナイト中
の炭化物の平均粒径は、後述する本発明の製造工程における１次滞留と、それに続く２次
冷却の条件に大きく依存するため、それらの値を上述した範囲に制御するためには、１次
滞留と２次冷却の条件を適正範囲に制御することが重要である。
【００３２】
　次に、本発明の高強度冷延鋼板の成分組成を限定する理由について説明する。
　本発明の鋼板は、基本成分組成が、Ｃ：０．０７～０．１２ｍａｓｓ％、Ｓｉ：０．７
ｍａｓｓ％以下、Ｍｎ：２．２～２．８ｍａｓｓ％、Ｐ：０．１ｍａｓｓ％以下、Ｓ：０
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．０１ｍａｓｓ％以下、Ａｌ：０．０１～０．１ｍａｓｓ％、Ｎ：０．０１５ｍａｓｓ％
以下、かつ、ＴｉおよびＮｂのうちから選ばれる１種または２種を合計で０．０２～０．
０８ｍａｓｓ％含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる。
【００３３】
Ｃ：０．０７～０．１２ｍａｓｓ％
　Ｃは、焼入れ性を高め、所定量の第２相（ベイナイト、焼戻しマルテンサイト、フレッ
シュマルテンサイト）を確保するために必要な元素である。Ｃ含有量が０．０７ｍａｓｓ
％未満では、上述した所定のミクロ組織が得られず、降伏比が７０％以下とならないばか
りか、７８０ＭＰａ以上の引張強さを確保するのが難しくなる。一方、Ｃ含有量が０．１
２ｍａｓｓ％を超えると、第２相の粒径が大きくなり、また、ベイナイトの生成量が減少
して、引張特性の異方性が大きくなり易くなる。よって、Ｃ含有量は、０．０７～０．１
２ｍａｓｓ％の範囲とする。好ましくは０．０８ｍａｓｓ％以上、より好ましくは０．０
９ｍａｓｓ％以上である。また、好ましくは０．１１ｍａｓｓ％以下、より好ましくは０
．１０ｍａｓｓ％以下である。
【００３４】
Ｓｉ：０．７ｍａｓｓ％以下
　Ｓｉは、固溶強化元素であるとともに、均一伸び等の加工性を向上させる元素でもある
。上記効果を得るためには０．１ｍａｓｓ％以上含有させるのが好ましい。しかし、０．
７ｍａｓｓ％を超えると、赤スケールの発生等による表面性状の劣化や、化成処理性の劣
化を引き起こす。また、Ｓｉは、フェライト安定化元素であり、５５０～６５０℃の温度
域でのフェライト生成量を増加し、第２相の生成量を減少させるため、７８０ＭＰａ以上
の強度を確保することが難しくなる。よって、Ｓｉ含有量は０．７ｍａｓｓ％以下とする
。好ましくは０．６０ｍａｓｓ％以下、より好ましくは０．５０ｍａｓｓ％以下である。
さらに好ましくは０．３０ｍａｓｓ％未満、さらにより好ましくは０．２５ｍａｓｓ％以
下である。
【００３５】
Ｍｎ：２．２～２．８ｍａｓｓ％
　Ｍｎは、オーステナイト安定化元素であり、連続焼鈍の均熱焼鈍後の冷却過程において
フェライトやパーライトの生成を抑制し、オーステナイトからマルテンサイトへの変態を
促進する、すなわち、焼入れ性を高めて第２相の生成を容易にするため、鋼板の強度を確
保するのに必要な元素である。上記効果を得るためには、２．２ｍａｓｓ％以上の添加が
必要である。特に、水焼入れタイプに比べて冷却速度が遅いガスジェット冷却タイプの冷
却設備で鋼板を製造する場合には、Ｍｎはより多く添加するのが好ましい。一方、Ｍｎ含
有量が２．８ｍａｓｓ％を超えると、スポット溶接性を損なうだけでなく、鋳造性の低下
（スラブ割れ）を引き起こしたり、板厚方向のＭｎ偏析が顕著となり、降伏比が上昇した
りする。また、連続焼鈍の均熱焼鈍後の冷却過程における５５０～６５０℃の温度域での
フェライト生成が抑制される他、その後の冷却過程におけるベイナイトの生成も抑制され
るため、均一伸びが低下したり、引張特性の異方性が大きくなったりする。よって、Ｍｎ
含有量は、２．２～２．８ｍａｓｓ％の範囲とする。なお、好ましくは２．３ｍａｓｓ％
以上、より好ましくは２．４ｍａｓｓ％以上である。また、好ましくは２．７ｍａｓｓ％
以下、より好ましくは２．６ｍａｓｓ％以下である。
【００３６】
Ｐ：０．１ｍａｓｓ％以下
　Ｐは、固溶強化能が大きい元素であり、所望の強度に応じて適宜添加することができる
。しかし、Ｐ添加量が０．１ｍａｓｓ％を超えると、溶接性の低下を招くだけでなく、粒
界偏析により脆化し、耐衝撃性が低下する。よって、Ｐ含有量は０．１ｍａｓｓ％以下と
する。好ましくは０．０５ｍａｓｓ％以下、より好ましくは０．０３ｍａｓｓ％以下であ
る。
【００３７】
Ｓ：０．０１ｍａｓｓ％以下
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　Ｓは、鋼の精錬過程で不可避的に混入してくる不純物元素であり、粒界に偏析して熱間
脆性を引き起こすとともに、硫化物系介在物を形成して、鋼板の局部変形能を低下させる
ため、低いほど好ましい。そのため、本発明では、Ｓ含有量は０．０１ｍａｓｓ％以下に
制限する。好ましくは０．００５ｍａｓｓ％以下である。より好ましくは０．００２ｍａ
ｓｓ％以下である。
【００３８】
Ａｌ：０．０１～０．１ｍａｓｓ％
　Ａｌは、鋼の精錬工程で脱酸剤として添加される元素であるとともに、炭化物の生成を
抑制し、残留オーステナイトの生成を促進するのに有効な元素である。上記の効果を得る
ためには、０．０１ｍａｓｓ％以上添加する必要がある。一方、Ａｌ含有量が０．１ｍａ
ｓｓ％を超えると、粗大なＡｌＮが析出して、延性が低下する。よって、Ａｌ含有量は０
．０１～０．１ｍａｓｓ％の範囲とする。なお、好ましくは０．０３ｍａｓｓ％以上であ
る。また、好ましくは０．０６ｍａｓｓ％以下である。
【００３９】
Ｎ：０．０１５ｍａｓｓ％以下
　Ｎは、鋼の耐時効性を最も劣化させる元素であり、特に０．０１５ｍａｓｓ％を超える
と、耐時効性の劣化が顕著となるため、０．０１５ｍａｓｓ％以下に制限する。なお、Ｎ
は、少ないほど望ましく、好ましくは０．０１００ｍａｓｓ％以下、より好ましくは０．
００７０ｍａｓｓ％以下である。さらに好ましくは０．００５０ｍａｓｓ％以下である。
【００４０】
ＴｉおよびＮｂ：合計で０．０２～０．０８ｍａｓｓ％
　ＮｂおよびＴｉは、いずれも鋼中で炭窒化物を形成して結晶粒を微細化するため、鋼の
高強度化に有効な元素である。特に、ガスジェット冷却タイプの冷却装置を有する連続焼
鈍設備で本発明を実施する場合には、７８０ＭＰａ以上の引張強さを安定的に確保するた
め、ＮｂおよびＴｉを積極的に添加する必要がある。そこで、本発明においては、上記効
果を得るため、ＮｂおよびＮｂの１種または２種を合計で０．０２ｍａｓｓ％以上添加す
る。一方、ＮｂおよびＴｉの合計添加量が０．０８ｍａｓｓ％を超えると、製品板の組織
中に未再結晶組織が残存するようになり、引張特性の異方性が大きくなる。よって、Ｎｂ
およびＴｉの添加量は、合計で０．０２～０．０８ｍａｓｓ％の範囲とする。なお、Ｎｂ
およびＴｉの合計添加量は好ましくは０．０３ｍａｓｓ％以上である。また、好ましくは
０．０５ｍａｓｓ％以下である。
【００４１】
　本発明の鋼板は、上記必須の成分に加えてさらに、Ｃｒ：０．０５～１．０ｍａｓｓ％
、Ｍｏ：０．０５～１．０ｍａｓｓ％、Ｖ：０．０１～０．１ｍａｓｓ％およびＢ：０．
０００３～０．００５ｍａｓｓ％から選ばれる１種または２種以上を含有することができ
る。
　Ｃｒ，Ｍｏ，ＶおよびＢは、いずれも、焼鈍温度からの冷却時にパーライトの生成を抑
制して、焼入れ性を高める効果を有するので、必要に応じて添加することができる。上記
効果を得るためには、Ｃｒ，Ｍｏ，ＶおよびＢの１種または２種以上を、それぞれＣｒ：
０．０５ｍａｓｓ％以上、Ｍｏ：０．０５ｍａｓｓ％以上、Ｖ：０．０１ｍａｓｓ％以上
、Ｂ：０．０００３ｍａｓｓ％以上添加するのが好ましい。しかし、Ｃｒ，Ｍｏ，Ｖおよ
びＢの添加量が、それぞれＣｒ：１．０ｍａｓｓ％、Ｍｏ：１．０ｍａｓｓ％、Ｖ：０．
１ｍａｓｓ％およびＢ：０．００５ｍａｓｓ％を超えると、硬質なマルテンサイトの量が
増大して、高強度化し過ぎ、鋼板に必要な加工性を得ることができなくなる。よって、Ｃ
ｒ，Ｍｏ，ＶおよびＢを添加する場合には、それぞれ上記範囲で添加するのが好ましい。
なお、上記元素はより好ましくは、それぞれＣｒ：０．１ｍａｓｓ％以上、Ｍｏ：０．１
ｍａｓｓ％以上、Ｖ：０．０３ｍａｓｓ％以上およびＢ：０．０００５ｍａｓｓ％以上で
ある。一方、上記元素はより好ましくは、それぞれＣｒ：０．５ｍａｓｓ％以下、Ｍｏ：
０．３ｍａｓｓ％以下、Ｖ：０．０６ｍａｓｓ％以下およびＢ：０．００２ｍａｓｓ％以
下である。
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【００４２】
　本発明の高強度冷延鋼板は、上記成分以外の残部はＦｅおよび不可避的不純物である。
なお、本発明の上記鋼板は、不純物元素として、Ｃｕ，Ｎｉ，Ｓｂ，Ｓｎ，Ｃｏ，Ｃａ，
Ｗ，ＮａおよびＭｇを合計で０．０１ｍａｓｓ％以下であれば含有していてもよく、本発
明の作用効果を害するものではない。
【００４３】
　次に、本発明の高強度冷延鋼板の製造方法について説明する。
　本発明の鋼板は、上記成分組成を有する鋼スラブを、熱間圧延して熱延板とし、該熱延
板を冷間圧延して所定の板厚の冷延板とした後、該冷延板に、本発明が規定する所定の条
件の連続焼鈍を施すことにより製造する。
【００４４】
　本発明の鋼板の素材となる鋼スラブ（鋼片）は、転炉等で吹錬した鋼を真空脱ガス処理
装置等で二次精錬して上記の所定の成分組成に調整した後、造塊－分塊圧延法や連続鋳造
法等、従来公知の方法を用いて製造すればよく、顕著な成分偏析や組織の不均一が発生し
なければ、製造方法に特に制限はない。
【００４５】
　続く熱間圧延は、鋳造ままの高温スラブをそのまま圧延（直送圧延）してもよいし、冷
却したスラブを装入炉で再加熱してから圧延するようにしてもよい。スラブ再加熱温度Ｓ
ＲＴは、高温になり過ぎると、酸化によるスケールロスが増大するため、１３００℃以下
とするのが好ましい。一方、１２００℃未満になると、熱間圧延の圧延荷重が増大し、圧
延トラブルを引き起こし易くなる。したがって、スラブ加熱温度は、１２００～１３００
℃の範囲とするのが好ましい。
【００４６】
　また、熱間圧延における仕上圧延終了温度ＦＴは、製品板の引張特性の面内異方性を小
さくするのに好ましい集合組織を得るため、８００℃以上とするのが好ましい。仕上圧延
終了温度が８００℃未満では、熱間圧延の負荷が大きくなるだけでなく、一部の成分系で
は、Ａｒ３変態点以下のフェライト域での圧延となり、表層が粗大粒となる。一方、仕上
圧延終了温度が９５０℃を超えると、熱間圧延時の再結晶が促進され、オーステナイトを
未再結晶状態で圧延することができないため、フェライト組織が粗大化し、所定の強度を
確保することが難しくなる。よって、仕上圧延終了温度ＦＴは、８００～９５０℃の範囲
が好ましい。
【００４７】
　また、熱間圧延における巻取温度ＣＴは、６５０～４００℃の範囲とするのが好ましい
。巻取温度が６５０℃を超えると、熱延板のフェライト粒径が大きくなり、製品板に所望
の強度を付与することが困難となったり、スケール性の表面欠陥が発生しやすくなる。一
方、巻取温度が４００℃未満では、熱延板の強度が上昇し、冷間圧延における圧延負荷が
増大するため、生産性の低下を招く。よって、巻取温度は６５０～４００℃の範囲とする
のが好ましい。
【００４８】
　上記のようにして得た熱延板は、その後、酸洗して脱スケールした後、圧下率が４０～
８０％の冷間圧延を行い、板厚が０．５～３．０ｍｍの冷延鋼板とするのが好ましい。な
お、冷間圧延の圧下率が小さいと、その後に行なわれる焼鈍後の組織が不均一となり、引
張特性の異方性が大きくなり易いので、５０％以上とするのがより好ましい。
【００４９】
　次いで、上記所定の板厚とした冷延板には、上記した鋼組織と機械的特性を付与するた
め、本発明において最も重要な工程である連続焼鈍を施す。以下、熱処理条件について説
明する。
【００５０】
熱処理
　この熱処理は、Ａｃ３－３０℃～Ａｃ３＋５０℃の温度域で６０秒以上保持する均熱処
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理した後、平均冷却速度２～５℃／ｓで６５０℃以下まで冷却（１次冷却）し、５５０～
６５０℃の温度域に１０～５０秒滞留（１次滞留）した後、さらに、平均冷却速度１５～
３０℃／ｓで３５０℃以下まで冷却（２次冷却）し、３５０℃～２５０℃の温度域に３０
０～５００秒滞留（２次滞留）した後、３次冷却する熱処理である。
【００５１】
加熱条件
　均熱温度までの加熱条件は、再結晶を十分に進行させる観点から６５０℃超えの温度域
では１０℃／ｓ以下とするのが好ましい。１０℃／ｓを超える加熱速度では連続焼鈍後の
鋼板組織が不均一となり、引張特性の異方性が大きくなるからである。より好ましくは８
℃／ｓ以下である。
【００５２】
均熱処理条件
　均熱処理（均熱焼鈍）は、冷間圧延によって形成されたフェライト圧延組織を十分に再
結晶させるとともに、フェライト中に第２相を形成させるために必要なオーステナイトに
変態させるため、Ａｃ３－３０℃～Ａｃ３＋５０℃の温度域に、６０秒以上滞留させるこ
とが必要である。均熱焼鈍温度が、Ａｃ３－３０℃未満の場合には、圧延方向に伸展した
圧延組織が残存し易く、引張特性の異方性が大きくなる。好ましい均熱温度の下限はＡｃ

３－２０℃である。一方、均熱焼鈍温度がＡｃ３＋５０℃を超えると、生成したオーステ
ナイトが粗大となり、３次冷却で生成するフレッシュマルテンサイトの平均粒径が１．０
μｍを超えるため、１０％以上の均一伸びが得られず、成形性が低下する。好ましい均熱
温度の上限はＡｃ３＋４０℃である。また、均熱焼鈍時間が６０秒未満では、フェライト
のオーステナイトへの逆変態が十分に進まず、所定量のオーステナイトを確保できず、所
望の強度が得られなかったり、また、未再結晶粒の残存が多い場合にはプレス成形性が低
下したり、引張強度の異方性が大きくなるおそれがある。そのため、均熱焼鈍時間は６０
秒以上とする。好ましくは１００秒以上である。なお、均熱焼鈍時間が５００秒を超える
と、オーステナイトの粒径が粗大となり、連続焼鈍後の鋼板組織で粗大なマルテンサイト
が生成されやすくプレス成形性が劣化するだけでなく、エネルギーコストの増大を招く。
そのため、上限は５００秒とするのが好ましい。
【００５３】
　ここで、上記Ａｃ３点は、実験により求めても良いが、次式によっても算出することが
できる。
　Ａｃ３点（℃）＝９１０－２０３×［Ｃ％］１／２＋４４．７×［Ｓｉ％］－３０×［
Ｍｎ％］＋７００×［Ｐ％］＋４００×［Ａｌ％］－２０×［Ｃｕ％］＋３１．５×［Ｍ
ｏ％］＋１０４×［Ｖ％］＋４００×［Ｔｉ％］
　なお、上記式中の［Ｘ％］は、鋼板の成分元素Ｘの含有量（ｍａｓｓ％）であり、含有
しないときは“０”とする。
【００５４】
１次冷却条件
　上記均熱処理に続く１次冷却は、所定量のフェライト量を確保するため、上記均熱焼鈍
温度から、６５０～５５０℃の１次冷却停止温度まで、平均冷却速度２～５℃／ｓで冷却
することが必要である。平均冷却速度が２℃／ｓ未満では、冷却中にオーステナイトの分
解が過度に進行し、５５０～６５０℃の温度域での１次滞留より前に生成するフェライト
量が多くなり過ぎ、焼鈍後に所望の強度が得られない。一方、平均冷却速度が５℃／ｓを
超えると、逆に、冷却中のオーステナイトの分解が不足し、所定のフェライト分率が確保
できず、７０％以下の低降伏比が得られなくなる。よって、１次冷却の平均冷却速度は２
～５℃／ｓの範囲とする。
　また、１次冷却の冷却停止温度を６５０℃以下とする理由は、６５０℃を超えると、オ
ーステナイトの分解が進まず、オーステナイトが増加するため、結果として、硬質なベイ
ナイト、フレッシュマルテンサイトおよび焼戻しマルテンサイトからなる第２相が多くな
り過ぎ、低降伏比を実現できなくなる。ただし、１次冷却の終点温度が５５０℃未満にな
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ると、フェライトの生成量が増大するため、製品板の引張強さ７８０ＭＰａ以上を確保す
るのが難しくなるので、１次冷却の停止温度は５５０℃以上とするのが好ましい。
【００５５】
１次滞留条件
　１次冷却した鋼板は、その後、所定量のフェライトを生成させるため、１次冷却停止温
度、すなわち、５５０～６５０℃の温度域に１５～６０秒滞留させる１次滞留を施すこと
が必要である。
　１次滞留の温度が６５０℃を超えると、フェライト量が少なくなり低降伏比が得られな
かったり、一方、５５０℃未満では、フェライト量が多くなり焼鈍後の強度が確保できな
い可能性がある。また、上記温度域での滞留時間が１５秒未満では、オーステナイトの分
解が進まず、第２相が増加するため、低降伏比が得られない。一方、滞留時間が６０秒を
超えると、オーステナイトの分解が進み過ぎて、フェライトの面積率が過大となって第２
相を所定量確保することができず、７８０ＭＰａ以上の引張強さを得ることが難しくなる
。したがって、５５０～６５０℃の温度域での滞留時間は１５～６０秒とする。好ましく
は２０秒以上である。また、好ましくは５０秒以下である。なお、上記１次滞留時間は、
鋼板が５５０～６５０℃の温度域に存在している全時間をいい、冷却中、温度保持中を問
わない。
【００５６】
２次冷却条件
　１次冷却し、１次滞留した冷延板は、その後、１次滞留後に残されたオーステナイトの
一部をベイナイトおよび／またはマルテンサイトに変態させて、所定量のベイナイトと焼
戻しマルテンサイトを確保するため、１次滞留温度の５５０～６５０℃から３５０℃以下
の温度まで、平均冷却速度１０～２５℃／ｓで冷却する２次冷却を施すことが必要である
。
　なお、２次冷却の停止温度の下限は、２次冷却の後に行う２次滞留温度の下限温度であ
る２５０℃とするのが好ましい。
　また、上記２次冷却の平均冷却速度を１０～２５℃／ｓとする理由は、１０℃／ｓ未満
では、冷却速度が遅く、冷却中に過度にオーステナイトの分解が進行し過ぎるため、ベイ
ナイトおよびマルテンサイトの面積率が全組織の３０％未満となり、所定の引張強さを確
保できなくなる。一方、２５℃／ｓを超えると、逆に冷却中のオーステナイトの分解が不
足し、ベイナイトおよびマルテンサイトの面積率が過大となるため、引張強さが大きく上
昇し、引張特性の異方性も大きくなる。よって、２次冷却における平均冷却速度は１０～
２５℃／ｓの範囲とする。好ましくは１５℃／ｓ以上である。また、好ましくは２０℃／
ｓ以下である。
【００５７】
２次滞留条件
　２次冷却した鋼板は、その後、３５０～２５０℃の温度域で３００～５００秒保持する
２次滞留を施すことが必要である。
　２次滞留温度が３５０℃を超えると、および／または、２次滞留時間が５００秒を超え
ると、ベイナイトの生成量が増加したり、２次冷却で生成したマルテンサイトの焼戻しが
過度に進行して、引張強さが低下したりするため、低降伏比が得られなくなる。一方、２
次滞留温度が２５０℃を下回ると、および／または、２次滞留時間が３００秒を下回ると
、マルテンサイトの焼戻しが十分に進行せず、また、硬質なフレッシュマルテンサイトが
生成する温度域となり、製品板のフレッシュマルテンサイト量が増加し過ぎるため、引張
特性の異方性が大きくなる。したがって、２次滞留は、３５０～２５０℃の温度域で３０
０～５００秒滞留させる条件とする。好ましい２次滞留時間は３８０秒以上である。また
、好ましい２次滞留時間は４３０秒以下である。なお、上記２次滞留時間は、鋼板が３５
０～２５０℃の温度域に存在している全時間をいい、冷却中、温度保持中を問わない。
【００５８】
３次冷却条件
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　２次冷却し、２次滞留した冷延板は、その後、上記２次滞留後に残留しているオーステ
ナイトをマルテンサイトに変態させるための３次冷却を行うことが必要である。なお、上
記３次冷却で生成した焼入れままのマルテンサイトをフレッシュマルテンサイトといい、
上記２次滞留で焼戻しを行なった焼戻しマルテンサイトと区別する。
【００５９】
　上記熱処理条件で連続焼鈍を施した鋼板は、全組織に対する面積率が４０～８０％のフ
ェライトと、焼戻しマルテンサイトとフレッシュマルテンサイトとベイナイトから構成さ
れる第２相とからなり、第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率
が５０～８０％で、フレッシュマルテンサイトのアスペクト比が１．０～１．５の範囲に
ある鋼組織と、引張強さが７８０ＭＰａ以上、降伏比が７０％以下で、先述した（１）式
で定義される降伏応力の面内異方性ΔＹＳの絶対値が３０ＭＰａ以下、および、先述した
（２）式で定義される引張強さの面内異方性ΔＴＳの絶対値が３０ＭＰａ以下である機械
的特性を有する高強度冷延鋼板となる。
【００６０】
　なお、上記連続焼鈍後の鋼板は、その後、圧下率が０．１～１．０％の調質圧延を施し
てもよく、また、電気亜鉛めっき等の表面処理を施してもよい。
【実施例】
【００６１】
　表１に示す種々の成分組成を有する符号Ａ～Ｍの鋼を溶製し、連続鋳造法にて鋼スラブ
とした後、該鋼スラブを表２に示す条件で熱間圧延して板厚３．２ｍｍの熱延板とし、酸
洗した後、冷間圧延して板厚１．４ｍｍの冷延板とし、その後、該冷延板に表２に示す条
件の連続焼鈍を施した。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
　斯くして得た冷延焼鈍板から試験片を採取し、以下の要領で鋼板組織および機械的特性
を評価した。
＜鋼板組織＞
・　鋼板の圧延方向の板厚断面（Ｌ断面）を研磨した後、１ｖｏｌ％のナイタール液で腐
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食し、鋼板表面から板厚の１／４の位置をＳＥＭ（Scanning Electron Microscope）を用
いて１０００倍の倍率で４０μｍ×２８μｍの範囲を３視野撮像し、上記組織画像から、
Adobe Systems社のAdobe Photoshopを用いて各相の面積率、フレッシュマルテンサイトの
アスペクト比、フレッシュマルテンサイトの平均粒径、ベイナイト中の析出した炭化物の
平均粒径を測定し、３視野の平均を求めた。
＜機械的特性＞
・　降伏応力ＹＳ、引張強さＴＳ、均一伸びおよび全伸び：鋼板の圧延方向に直角な方向
（Ｃ方向）からＪＩＳ５号試験片を採取し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１に準拠して引張試験を
行い、測定した。また、降伏比ＹＲは、上記のように測定して得た降伏応力ＹＳと引張強
さＴＳから求めた。
　なお、引張特性は、引張強さＴＳが７８０ＭＰａ以上、降伏比ＹＲが７０％以下のもの
を本発明に適合していると評価した。
・　引張特性の異方性：鋼板の圧延方向（Ｌ方向）、圧延方向に対して４５°方向（Ｄ方
向）および圧延方向に対して直角方向（Ｃ方向）の３方向からＪＩＳ５号試験片を採取し
、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１に準拠して引張試験を行い、各方向の降伏応力（ＹＳＬ、ＹＳＤ

、ＹＳＣ）および引張強さ（ＴＳＬ、ＴＳＤ、ＴＳＣ）を測定し、下記（１）式；
　|ΔＹＳ|＝（ＹＳＬ－２×ＹＳＤ＋ＹＳＣ）／２　・・・（１）
を用いて降伏応力ＹＳの面内異方性の絶対値、および、下記（２）；
　|ΔＴＳ|＝（ＴＳＬ－２×ＴＳＤ＋ＴＳＣ）／２　・・・（２）
を用いて引張強さＴＳの面内異方性の絶対値を求めた。
　なお、引張特性の面内異方性は、│ΔＹＳ│≦３０ＭＰａ、│ΔＴＳ│≦３０ＭＰａ以
下の両方を満たすものを、本発明に適合していると評価した。
【００６４】
　上記評価の結果を表３に示した。この結果から、本発明に適合する成分組成を有する冷
延板を、本発明に適合する連続焼鈍条件で焼鈍した鋼板は、いずれも引張強さＴＳが７８
０ＭＰａ以上の高強度で、降伏比ＹＲが７０％以下と低く、降伏応力ＹＳおよび引張強さ
ＴＳの面内異方性の絶対値が３０ＭＰａ以下と小さく、本発明の目標を達成できているこ
とがわかる。
【００６５】
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【表２－１】

【００６６】
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【表２－２】

【００６７】



(18) JP 6384703 B1 2018.9.5

10

20

30

40

【表３－１】

【００６８】
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【表３－２】

【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の高強度冷延鋼板は、引張強さＴＳが７８０ＭＰａ以上の高強度で、降伏比ＹＲ
が７０％以下と低く、引張特性の面内異方性の絶対値が３０ＭＰａ以下と小さいので、自
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動車車体の高強度部材の素材に限定されるものではなく、上記特性が求められる用途に好
適に用いることができる。
【要約】
　ｍａｓｓ％でＣ：０．０７～０．１２％、Ｓｉ：０．７％以下、Ｍｎ：２．２～２．８
％、ＴｉおよびＮｂを合計で０．０２～０．０８％含有する鋼スラブを熱間圧延し、冷間
圧延し、連続焼鈍して、全組織に対する面積率が４０～８０％のフェライトと、焼戻しマ
ルテンサイトとフレッシュマルテンサイトとベイナイトから構成される第２相とからなり
、第２相に占めるベイナイトと焼戻しマルテンサイトの合計面積率が５０～８０％で、フ
レッシュマルテンサイトのアスペクト比が１．０～１．５の範囲である鋼組織とすること
で、引張強さが７８０ＭＰａ以上、降伏比が７０％以下で、降伏応力および引張強さの面
内異方性の絶対値がそれぞれ３０ＭＰａ以下の機械的特性を有する高強度冷延鋼板を得る
。
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